
　今回送付しました「日米連NEWS第 10 号」の一面に記載した、日米連が実施する食品衛生
責任者養成講習会を下記の通り、先行申込を受け付けます。ご希望の方は、裏面の申込書を本
会へFAXしてください。

【事務の流れ】
① 参加希望者は、日米連へ裏面の申込書をFAXしてください。
② 日米連は、受付後に「ご案内（受講証）」「会場地図」「受講費請求書」を送付
③ 申込者は、期日までに受講費を振込で支払います。
④ 受講費の納付が確認できれば受付完了です。当日、ご来場ください。
⑤ �当日、所定の講義を受講後に「食品衛生責任者講座修了証」等を交付します。（後日送付
の場合もあり）
★修了しましたら、保健所へ事業者登録してください。

【開催概要】

ブロック 開催場所 定員 開催日
東北会場 宮城県仙台市 060 名 令和 3 年 5 月 9 日（日）
北関東会場 埼玉県さいたま市 100 名 令和 3 年 5 月 2 日（日）
南関東会場 神奈川県川崎市 100 名 令和 3 年 4 月 4 日（日）
東海会場 愛知県名古屋市 100 名 令和 3 年 4 月 25 日（日）
近畿会場 大阪府大阪市 150 名 令和 3 年 4 月 11 日（日）
九州会場 福岡県福岡市 100 名 令和 3 年 4 月 18 日（日）

※会場と会費額は、申込者にのみご連絡します。
※会費は、都道府県によって若干変わりますが、概ね 12,000 円位です。

【当日のスケジュール（例／会場によって、相違があります）】※法律で定められた講義です。
9：00� 受付
9：45 ～ 12：45（3時間）� 講義①食品衛生法

　12：45 ～ 13：30� 休憩
13：30 ～ 14：00（30 分）� 講義②公衆衛生学
14：00 ～ 16：30（2時間 30 分）� 講義③食品衛生学（お米についての解説含む）

【留意事項及び注意】
（１）�「食品衛生責任者講座修了証」は、開催地の食品衛生協会の発行となります。どこで受講

しても効力は全国一円ですが、ご自身の営業する都道府県名にこだわる方は、ご当地で受
講してください。

（２）今回の養成講座は、米穀事業者向けのため、異業種の方の参加はありません。

★�日米連が実施する養成講座は、今回限りとなります。今回受講できなくても、各都道府県
で随時、開催されていますので、ご心配ないようお願いします。

日米連が実施する　
食品衛生責任者養成講習会のご案内

特報
追加情報



【申込者氏名】

受講者の氏名

※修了証書に記載されるので、丁寧に間隔をあけて記入ください。苗字と名前の間は１文字空けてください。

フリガナ

受講者生年月日
西暦

年 月 日生まれ

社名・店名 印

所在地

（〒　　　− ）

電話番号 （　 　）　　���− FAX番号 （　 　）　　���−

連絡先
メールアドレス ＠

日米連  食品衛生責任者養成講習会  申込書
下記の通り申込みます� 令和　　　年　　　月　　　日

★複数受講される場合は、人数分提出してください。

【申込会場】
申込に〇印 会　　場 備 考 欄

宮 城 会 場（5月 9日）
川 崎 会 場（4月 4日）
埼 玉 会 場（5月 2日）
名古屋会場（4月25日）
大 阪 会 場（4月11日）
福 岡 会 場（4月18日）

（但し、定員になり次第受付終了します。）

日米連FAX 03-5846-9942


